
調査・研究事業規程 

［ 

制定 平成23年４月１日 

］ 最終改定 令和６年３月28日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第４

条第２号に定める調査・研究の実施及び支援に関する事業について、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

（委員会の設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、定款第53条の規定に基づき、調査・研究委員会（以下「委員

会」という。）を置く。  

２ 委員会は、会長、副会長の３名で構成する。 

３ 委員会委員長は会長が当たる。 

 

(委員会の役割) 

第３条 委員会は、第５条で定める活動計画書の内容を審査する。 

２ 活動計画書記載の内容が概ね適切であると判断したものは、調査・研究小委員会としての設置

の可否を理事会に諮る。 

３ 理事会に諮る際、必要があれば、活動計画書の修正等を申請者に指示することができる。 

 

(小委員会) 

第４条 調査・研究を実施するため、調査・研究内容を的確に示す名称を付した小委員会を設置す

ることができる。 

２ 小委員会の設置または継続の可否は理事会で決定する。 

３ 小委員会の活動期間は小委員会委員の委嘱日から当該事業年度末日までを原則とするが、通算

３事業年度を上限として一括して申請することができる。 

４ 活動期間が3事業年度を超える場合は、改めて設置の申請を行わなければならない。 

 

(申請者) 

第５条 協会内に小委員会の設置を申請できる者（以下「申請者」という。）は、以下のとおりと

する。 

一 本協会の会員 

二 会員以外の者であって研究助成、受託研究その他の外部資金(以下「研究助成等」という。) 

を受けることが決定している者 

 



（活動計画書） 

第６条 申請者は、以下の項目を含む活動計画書を作成し、委員会委員長に提出する。 

一 小委員会の仮称 

二 設置の目的 

三 調査・研究の成果 

四 設置期間 

五 委員長候補案及び委員構成案 

六 年度別の調査・研究に係る予算書 

２ 研究助成等に基づく申請の場合、当該外部資金との収支の均衡が図れるものであることを原則

とする。 

 

（小委員会委員等） 

第７条 会長は、理事会で設置の承認を得た小委員会について、委員長（以下「小委員会委員長」

という。）を委嘱する。 

２ 小委員会委員長は、委員を選考し、会長に選考結果を報告し、会長はその報告に基づき小委員

会委員を委嘱する。 

３ 小委員会委員長は、小委員会委員の選考にあたり、学識経験者、会員企業の熟練技術者、行政

経験者及びその退職者など広い範囲から適切な人材を選ぶものとする。 

 

（報告） 

第８条 小委員会委員長は、毎事業年度終了後速やかに当該年度の調査・研究活動の結果及び収支

を理事会に報告するものとする。 

２ 理事会は、結果または収支が不適当と認められる場合には当該小委員会を廃止することができ

る。 

 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（平成23年１月12日 臨時理事会承認） 

この規程は、公益法人の設立の登記の日（平成23年４月１日）から施行する。 

 

附則（令和６年３月28日 第３回通常理事会承認） 

この規程は、令和６年３月28日より施行する。 

 


